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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒部と、当該円筒部より延出しベールアームを支持する一対の支持腕とを備えるロー
タと、
　スプール軸に支持され、釣糸巻回胴部の前後に前フランジ部と後フランジ部とをそれぞ
れ備え、前記ロータの回転に連動して前記スプール軸の軸心方向に往復動するスプールと
、
　前記スプールの内側への釣糸の侵入を防止する糸落ち防止部材と、
　を備えた魚釣用スピニングリールにおいて、
　前記糸落ち防止部材は、
　前記スプール軸に対して回転可能且つ前記スプール軸の軸心方向に前記スプールと共に
移動可能に前記スプール軸に支持された基端部と、
　前記基端部より径方向外側に向けて延出された継ぎフレームと、
　前記継ぎフレームの先端に連設された環状部と、
を有しており、
　前記環状部は、前記後フランジ部の内周面に対向する外周面を有し、
　前記後フランジ部の内周面と前記環状部の外周面との間に形成される間隙が、前記スプ
ール軸の軸心方向に向いて開口し、
　前記環状部の後端面が、前記スプールの後フランジ部の後端面よりも後方に位置する、
　ことを特徴とする魚釣用スピニングリール。
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【請求項２】
　前記環状部の外周面に円周方向に設けられた円周溝を有する、請求項１に記載の魚釣用
スピニングリール。
【請求項３】
　前記環状部に径方向外側に突出して設けられ、前記ロータの前記支持腕の少なくとも一
方に係合する係合突起を有する、請求項１又は２に記載の魚釣用スピニングリール。
【請求項４】
　前記後フランジ部の外周面に円周方向に設けられた溝部を有する、請求項１から３のい
ずれか１項に記載の魚釣用スピニングリール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スプールの内側への釣糸の侵入を防止する糸落ち防止部材を備えた魚釣用ス
ピニングリールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、魚釣用スピニングリールは、ベール支持部材を支持する一対の支持腕と円筒状部
とで構成されたロータと、釣糸巻回胴部の前後にフランジ部を具備し、ロータの回転に連
動し且つロータの回転軸の軸心方向に往復動するスプールと、を有し、ロータの回転でス
プールに釣糸を巻き付けるように構成されている。そして、このような魚釣用スピニング
リールに、スプールの後側フランジ部より後方への釣糸の抜け落ちを防止するよう、糸落
ち防止部材を設けることが知られている。
【０００３】
　この糸落ち防止部材は様々な構成が知られており、例えば、特許文献１には、糸落ち防
止部材として、スプールの後フランジに設けられ、リール本体に向けて延出する円筒状の
スカート部の後端外周部に複数のテーパ部と周溝とを設け、後側フランジ部より後方への
釣糸の抜け落ちを防止するものが開示されている。
【０００４】
　また、別の糸落ち防止部材として、例えば特許文献２には、第１環状部と、第１環状部
より径方向外側に位置する第２環状部と、第１環状部及び第２環状部を繋ぐ壁状部と、第
２環状部に径方向外側に突出してロータの支持腕の係合溝に係合する係合突起と、を有し
、第１環状部をスプールのスカート部の内側に位置させ、第２環状部をスカート部の後端
縁よりリール本体側に位置させるとともに、第２環状部の外周面がスカート部の外周面と
略面一に位置するとともに、壁状部の位置から係合突起の基部まで軸方向長さＬを有する
ものが開示されている。これは、釣糸がスプールの後側フランジから後方へ抜け落ちた場
合でも、その抜け落ちた釣糸は第２環状部の外周面のリール本体側後端に突出形成された
係合突起で止められ、その止められた位置には、スプールの内部に入り込むような隙間が
なく第２環状部の外周面が存在していることから、釣糸がスプール内部に入り込んで糸絡
みすることが防止されるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１１８９１８号公報
【特許文献２】特許第３７６１４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の糸落ち防止部材では、スプールのスカート部に数多くのテーパ部や
溝部を形成するための加工が必要となりコストが高くなるだけでなく、糸落ち防止部材の
分だけ、スプールのスカートを大きくする必要があるため、スプールの小型化、ひいては
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リールの小型化ができない。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の糸落ち防止部材では、第２環状部の外周面がスカート部の外
周面と略面一に位置するように構成されているため、スカート部の後端面と壁状部との間
の円周隙間Ｇは、全周に渡って径方向外側に開口している。円周隙間Ｇは、釣糸を巻回す
るスプールの円周面と略平行な円周面上に開口しているため、わずかな隙間であっても、
釣糸がその隙間から入り込み、糸絡みの原因となるおそれがある。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の糸落ち防止部材では、糸落ち防止部材は、ロータと共に、ス
プールに対してわずかな円周隙間Ｇをもって回転しているが、糸落ち防止部材とスプール
との間がラビリンス構造となっており、糸落ち防止部材の回転軸のブレ等が発生すると、
スプールと糸落ち防止部材とが接触して回転特性に影響を与えるおそれもある。
【０００９】
　さらに、特許文献２に記載の糸落ち防止部材では、スプールのスカート部より糸落ち防
止部の第２環状部が大きく露出する。一般的に、スプールと糸落ち防止部材の材質は異な
り、見た目も異なるので、デザイン性においては好ましくない。
【００１０】
　本発明は上記のような問題を解決するためになされたものであり、スプールの内側への
釣糸の侵入をより効果的に防止できる糸落ち防止部材を備える魚釣用スピニングリールを
提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の魚釣用スピニングリールは、
　円筒部と、当該円筒部より延出しベールアームを支持する一対の支持腕とを備えるロー
タと、
　スプール軸に支持され、釣糸巻回胴部の前後に前フランジ部と後フランジ部とをそれぞ
れ備え、前記ロータの回転に連動して前記スプール軸の軸心方向に往復動するスプールと
、
　前記スプールの内側への釣糸の侵入を防止する糸落ち防止部材と、
　を備えた魚釣用スピニングリールにおいて、
　前記糸落ち防止部材は、
　前記スプール軸に対して回転可能且つ前記スプール軸の軸心方向に前記スプールと共に
移動可能に前記スプール軸に支持された基端部と、
　前記基端部より径方向外側に向けて延出された継ぎフレームと、
　前記継ぎフレームの先端に連設された環状部と、
を有しており、
　前記環状部は、前記後フランジ部の内周面に対向する外周面を有し、
　前記後フランジ部の内周面と前記環状部の外周面との間に形成される間隙が、前記スプ
ール軸の軸心方向に向いて開口し、
　前記環状部の後端面が、前記スプールの後フランジ部の後端面よりも後方に位置する。
【００１２】
　上記の特徴を有する魚釣用スピニングリールによれば、糸落ち防止部材の環状部は、ス
プールのスカート部を含む後フランジ部の内周側に対向して構成されているが、径方向に
は突出しない。そのため、スプールの後フランジ部と糸落ち防止部材との間に形成される
間隙は、釣糸を巻回するスプールの釣糸巻回胴部に略平行な円周面上に径方向外側に向い
て開口するのではなく、スプール軸の軸心方向後方に向かって開口する。そのため、魚釣
操作中に釣糸がスプールの内側へ侵入することをより効果的に防止することができる。さ
らに環状部の後端面が、スプールの後フランジ部の後端面よりも後方に位置する構成によ
り、釣糸がロータの円筒部に向かって入り込むことを抑制することができる。
【００１３】
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　また、本発明の別の観点では、前記環状部の外周面に、円周方向に設けられた円周溝を
有する。この構成により、仮に糸落ち防止部材の環状部とスプールの後フランジ部との間
の間隙に釣糸が侵入した場合であっても、円周溝で受け止めることができ、それ以上奥に
深く入り込むことを抑制できる。
【００１５】
　また、本発明の別の観点では、前記環状部に径方向外側に突出して設けられ、前記ロー
タの前記支持腕の少なくとも一方に係合する係合突起を有する。この構成により、ロータ
の支持腕まで延在する係合突起で釣糸を受け止め、釣糸が後方に移動することを抑制する
ことができる。
【００１６】
　また、本発明の別の観点では、前記後フランジ部の外周面に円周方向に設けられた溝部
を有する。この構成により、釣糸巻回胴部から後フランジ部を乗り越えて後方へ移動して
きた釣糸はこの溝部で係止され、釣糸がさらに後方へ移動することを抑制することができ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スプールの内側への釣糸の侵入をより効果的に防止できる糸落ち防止
部材を備える魚釣用スピニングリールを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態に係るスピニングリールの側面図である。
【図２】図１に示すスピニングリールのロータとスプールの断面図である。
【図３】（ａ）は図１に示すスピニングリールの糸落ち防止部材の斜視図、（ｂ）はその
上面図、（ｃ）は図３（ｂ）のＡ－Ａ断面図である。
【図４】（ａ）は糸落ち防止部材とスプールの後フランジ部との対向部分の拡大図、（ｂ
）はその変形例、（ｃ）は糸落ち防止部材の円周溝の変形例、（ｄ）は円周溝の他の変形
例である。
【図５】糸落ち防止部材の係合突起を増やした変形例である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（実施の形態）
　本発明の実施の形態に係る魚釣り用のスピニングリール１０について、図面を参照して
説明する。
【００２０】
　釣竿Ｒに取り付けられるスピニングリール１０は、図１、２に示すように、ハンドル２
０を備えたリール本体（ハウジング）３０と、リール本体３０の前部に回転自在に支持さ
れたロータ４０と、ロータ４０の前方に配置され、釣り糸が巻き付けられるスプール６０
と、を備える。なお本書において特記しない場合、「前」とは釣糸を送出する方向（図１
の左方向）であり、「後」とはその逆で釣糸を引き戻す方向（図１の右方向）である。な
お、図２では上方向が「前」、下方向が「後」になる。
【００２１】
　ロータ４０は、スプール６０に釣糸を巻き付けるための部材である。ロータ４０は、リ
ール本体３０の内部に配置されたスプール軸６２の周囲を回転可能に軸受を介して支持さ
れたピニオンギア（図示せず）の前部に固定されている。ロータ４０は、ハンドル２０を
手で回すことにより、ピニオンギアと一体的にスプール軸６２の周囲を回転する。即ち、
ロータ４０の回転軸の軸心はスプール軸６２の軸心Ｓと一致する。
【００２２】
　ロータ４０は、円筒部４１と、円筒部４１の後端部から径方向外側に延出し、さらに前
方へ向かって延在する一対の支持腕（ロータアーム）４２、４３を備える。支持腕４２、
４３の内側の側部には、後述する糸落ち防止部材８０の係合突起９１、９２が係合するリ
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ブ４２ａ、４３ａが設けられている。支持腕４２、４３の先端部には、釣糸を誘導するベ
ールアーム５０が取り付けられている。
【００２３】
　ベールアーム５０は、釣糸を誘導するベール５４と釣糸案内機構５３と第１ベール支持
部５１と第２ベール支持部５２とを備え、ベール５４の一端が第１ベール支持部５１に連
結され、他端が釣糸案内機構５３を介して第２ベール支持部５２に連結されている。ベー
ルアーム５０の第１ベール支持部５１はロータ４０の支持腕４２に揺動可能に支持され、
第２ベール支持部５２はロータ４０の支持腕４３に揺動可能に支持されている。
【００２４】
　スプール６０は、釣糸案内機構５３によって案内された釣糸が巻き付けられる部材であ
る。図２に示すように、スプール６０は、スプール軸６２の先端部にネジ６８によりネジ
留めされている。スプール軸６２は、ロータ４０の回転に同期して、リール本体３０の内
部に配置されたオシレーティング機構（図示せず）によりスプール軸６２の軸心Ｓの方向
（前後方向）に往復移動する。このときスプール６０もスプール軸６２と一体的に前後に
往復移動する。
【００２５】
　スプール６０は、釣糸が巻回される釣糸巻回胴部６３と、釣糸巻回胴部６３の前部に配
置された前フランジ部６４と、釣糸巻回胴部６３の後部に配置された後フランジ部６５と
、を有する。
【００２６】
　前フランジ部６４は、釣糸巻回胴部６３の前端部から径方向外側に立ち上がっており、
外径が釣糸巻回胴部６３の前端部の直径よりも大きく形成されている。後フランジ部６５
は、釣糸巻回胴部６３の後端部から径方向外側に立ち上がっており、外径が釣糸巻回胴部
６３の後端部の直径よりも大きく形成されている。後フランジ部６５は後方に延在する円
筒状の円筒部（スカート部）６６を有する。円筒部６６の外周面には、円周方向に溝部（
又はテーパ部）６７が形成されている。前フランジ部６４と後フランジ部６５の外径が釣
糸巻回胴部６３の直径よりも大きく形成されているのは、釣糸巻回胴部６３に巻回された
釣糸が釣糸巻回胴部６３よりも前方又は後方に移動（以下、「糸落ち」ともいう。）しな
いようにするためである。
【００２７】
　スプール６０の内側には、糸落ち防止部材８０が配置されている。これは、釣糸が後フ
ランジ部６５を越えて後方に糸落ちしたときに、釣糸がさらにスプール６０の内側に入り
込んでしまうことを防止するための部材である。
【００２８】
　糸落ち防止部材８０は、図３に示すように、基端部８１と、基端部８１より径方向外側
に向けて延出された４つの継ぎフレーム８２（８２ａ、８２ｂ、８２ｃ、８２ｄ）と、継
ぎフレーム８２の先端に連設された環状部８３と、を有する。
【００２９】
　基端部８１は、スプール軸６２に対して回転可能、且つスプール軸６２の軸心Ｓの方向
にスプール６０と共に移動可能にスプール軸６２に支持されている。基端部８１は、スプ
ール軸６２が挿通される軸孔８７を有する円柱部８１ａと、円柱部８１ａの後端に径方向
に拡径されたフレーム支持部８１ｂとを有する。環状部８３は、円筒状の壁部８４と、壁
部８４の外周面に円周方向に形成された円周溝８５と、壁部８４の２カ所から径方向に突
出する係合突起９１、９２を有する。
【００３０】
　４つの継ぎフレーム８２は、それぞれフレーム支持部８１ｂから径方向外側に延出し、
途中で下方に屈曲して環状部８３の上部に結合されている。４つの継ぎフレーム８２ａ、
８２ｂ、８２ｃ、８２ｄは、９０°間隔で配置されている。４つの均等に配置された継ぎ
フレーム８２で環状部８３を支持することにより、糸落ち防止部材８０は軽量でかつ安定
して回転することができる。なお、継ぎフレーム８２の数は４つでなくともよい。例えば
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２つ又は３つを均等に配置してもよい。
【００３１】
　糸落ち防止部材８０は、基端部８１においてスプール軸６２に支持されており、スプー
ル軸６２の前後方向の移動に伴って移動する。同時に、係合突起９１、９２がロータ４０
の支持腕４２、４３の側部にあるリブ４２ａ、４３ａに係止されているため、糸落ち防止
部材８０は、ロータ４０の回転に伴って回転する。
【００３２】
　図４（ａ）に示すように、環状部８３（の円筒状の壁部８４）は、スプール６０の後フ
ランジ部６５の内側に配置され、その一部が後フランジ部６５の内周面６５ａに対向して
いる。環状部８３の外周面８３ａとスプール６０の後フランジ部６５の内周面６５ａとの
間には、間隙８８が形成されている。この間隙８８は、軸心Ｓの後方向に向かって開口す
る。釣糸は円周方向に巻かれているため、後フランジ部６５より後方へ糸落ちした釣糸は
径方向へは移動しやすいが、軸心Ｓ方向に開口した間隙８８へは侵入しにくい。そのため
、魚釣操作中に釣糸がスプール６０の内側へ侵入することを効果的に防止することができ
る。この間隙８８は、糸落ち防止部材８０の回転揺れによってスプール６０に接触するこ
とがない程度に、できるだけ小さくすることが好ましい。
【００３３】
　また上記の構成では、環状部８３から径外側方向へ突出する部分を有しないため、間隙
８８は直角に屈曲した部分がない（ラビリンス構造にならない）。そのため、糸落ち防止
部材８０が回転するときに回転揺れが発生しても、スプール６０と接触するおそれが少な
い。さらに、糸落ち防止部材８０の環状部８３がスプールの後フランジ部６５から露出す
る部分が少ないため目立たず、デザイン性においても向上させることができる。
【００３４】
　なお、係合突起９１、９２が設けられた位置の環状部８３の外周面８３ａについては、
径方向外側に向かって開口する間隙が形成されるが、環状部８３の全周に対する係合突起
９１、９２の領域はごく一部であるため、実質的には影響は生じない。
【００３５】
　環状部８３の後端面８３ｂは、スプール６０の後フランジ部６５の後端面６５ｂよりも
後方側にある。つまり、環状部８３（の円筒状の壁部８４）は、後フランジ部６５よりも
長く後方に突出している。この構成により、釣糸がロータ４０の円筒部４１の方に入り込
むことを防止することができる。
【００３６】
　糸落ち防止部材８０の環状部８３の外周面８３ａには、円周方向に円周溝８５が形成さ
れている。このため、万一釣糸が間隙８８に侵入した場合でも、円周溝８５に係止される
ため、釣糸がこれ以上スプール内側の奥深くに侵入することを抑制できる。
【００３７】
　また、スプール６０の後フランジ部６５の外周面には、円周方向に溝部６７が形成され
ている。釣糸が釣糸巻回胴部６３から後フランジ部６５を乗り越えて後方へ移動してきた
場合でも、釣糸は溝部６７で係止され、さらに後方へ移動することを抑制できる。なお溝
部６７は、前部の立ち上がり部６７ａと後部の立ち上がり部６７ｂが傾斜しているが、こ
れらの立ち上がり部６７ａ、６７ｂを径方向に平行に立ち上げてもよい。
【００３８】
（変形例）
　上記の実施の形態では、図４（ａ）で示すように、糸落ち防止部材８０の環状部８３の
後端面８３ｂは、スプール６０の後フランジ部６５の後端面６５ｂよりも後方に位置して
いる。しかし、このような形態に限らず、図４（ｂ）に示すように、環状部８３の後端面
８３ｂと後フランジ部６５の後端面６５ｂとを略同じ軸方向位置としてもよいし、さらに
、環状部８３の後端面８３ｂが後フランジ部６５の後端面６５ｂよりも前方に位置しても
よい。この場合、係合突起９１、９２は、環状部８３の後端面８３ｂからいったん後方に
延出させ、さらに径方向に延出させる。このような形態により、環状部８３が外部からほ
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とんど見えず、糸落ちを防止する機能を保持するとともに、糸落ち防止部材８０がさらに
目立たない外観を与えることができる。
【００３９】
　糸落ち防止部材８０の環状部８３の円周溝８５の形状は限定されない。例えば円周溝８
５は、図４（ｃ）に示すように、前部を径方向に立ち上げた立ち上がり部８５ａとし、後
部は傾斜したテーパ状の傾斜面８５ｂを設けて円周溝８５としてもよい。また図４（ｄ）
に示すように、前部の立ち上がり部８５ａと後部の立ち上がり部８５ｃがそれぞれ傾斜し
た円周溝８５としてもよい。
【００４０】
　上記の実施の形態では、糸落ち防止部材８０の係合突起９１、９２は支持腕４２、４３
にそれぞれ１つずつ係合するようにした。しかしこれに限らず、図５に示すように、支持
腕４３に係合する２つの係合突起９２、９３を設けてもよい。また支持腕４２に係合する
係合突起９１を２つにしてもよい。これにより、ロータ４０に伴って回転する糸落ち防止
部材８０の回転性能がより安定化される。また逆に、２つの係合突起９１、９２をいずれ
か１つだけに減らして配置してもよい（図示せず）。これにより、糸落ち防止部材８０と
スプール６０との間の間隙８８が径方向外側に開口する箇所を減らすことができる。
【符号の説明】
【００４１】
１０　スピニングリール
２０　ハンドル
３０　リール本体
４０　ロータ
４１　円筒部
４２、４３　支持腕
４２ａ、４３ａ　リブ
５０　ベールアーム
５１　第１ベール支持部
５２　第２ベール支持部
５３　釣糸案内機構
５４　ベール
６０　スプール
６２　スプール軸
６３　釣糸巻回胴部
６４　前フランジ部
６５　後フランジ部
６５ａ　（後フランジ部の）内周面
６５ｂ　（後フランジ部の）後端面
６６　円筒部
６７　溝部
６７ａ、６７ｂ　立ち上がり部
６８　ネジ
８０　糸落ち防止部材
８１　基端部
８１ａ　円柱部
８１ｂ　フレーム支持部
８２（８２ａ、８２ｂ、８２ｃ、８２ｄ）　継ぎフレーム
８３　環状部
８３ａ　（環状部の）外周面
８３ｂ　（環状部の）後端面
８４　壁部
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８５　円周溝
８５ａ　前立ち上がり部
８５ｂ、８５ｃ　後立ち上がり部
８７　軸孔
８８　間隙
９１、９２、９３　係合突起

【図１】

【図２】

【図３】
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